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農 林 水 産 省 

畜 産 局 畜 産 振 興 課 

家畜排せつ物法施行状況等調査結果 

（令和３年 12 月１日時点） 

令和３年 12 月１日時点における「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促

進に関する法律」（以下「法」という。）の規定に関する施行状況について、２年

に１度、都道府県からの報告を取りまとめた結果の概要を以下のとおり公表する。 

なお、今回の調査では家畜排せつ物の管理状況をより詳細に把握するため、こ

れまでと異なり全調査対象農家へ自治体が現地確認を実施した結果を取りまと

めている。 

１．管理基準（法第３条）の遵守状況 

（１）管理基準適用対象農家の概況

管理基準適用対象農家数は 42,520 戸であり、全畜産農家数 67,048 戸に

占める割合は 63.4％であった。 

（２）管理基準のうち「管理施設の構造設備に関する基準」（施行規則第１条第

１項第１号。以下「構造設備基準」という。）の遵守状況 

管理基準適用対象農家は、ほぼ全てが構造設備基準を遵守している。 

なお、管理基準に不適合な畜産農家数は 53戸であった。 

（３）管理基準のうち「家畜排せつ物の管理の方法に関する基準」（施行規則第

１条第１項第２号。以下「管理方法基準」という。）の遵守状況 

管理方法基準の遵守について、多くの都道府県において概ね遵守されて

いたが、家畜排せつ物の発生量等の記録等、取組が不十分な項目もあった。 

２．法に基づく行政指導等の実施状況 

令和元年 12 月２日から令和２年 12 月１日までに、法第４条に基づく指導

及び助言は 15 戸の畜産農家に実施され、法第５条第１項に基づく勧告及び法

第５条第２項に基づく命令に至った事例はなかった。 

また、令和２年 12 月２日から令和３年 12 月１日までに、法第４条に基づ

く指導及び助言は 14戸の畜産農家に実施され、法第５条第１項に基づく勧告

及び法第５条第２項に基づく命令に至った事例はなかった。
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管理基準対象農家

適合 不適合
（戸） （戸） （戸）
（Ａ） （Ｂ）

42,520 42,467 53 99.9%

乳用牛 12,464 12,459 5 100.0%

肉用牛 20,875 20,833 42 99.8%

豚 3,295 3,290 5 99.8%

採卵鶏 2,197 2,197 0 100%

ブロイラー 2,776 2,776 0 100%

馬 913 912 1 99.9%

（Ｂ）／（Ａ）
（％）

うち構造設備基準に

全　　畜　　種

畜
種

別
内
訳

（参考付表） 

図 管理基準のうち構造設備基準の遵守状況（令和３年 12 月 1日時点） 

※1 「簡易対応」には、恒久的な施設に該当しないような場合（防水シートによる被覆等の対応）が

含まれる。

※2 「その他の方法」には、畜舎からほ場への直接散布、周年放牧、廃棄物処理としての委託処分、

下水道利用等が含まれる。

表１ 管理基準のうち構造設備基準の遵守状況（畜種別） 

注）割合は、小数点第２位を四捨五入している。
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遵守している 乳用牛 肉用牛 豚 採卵鶏 ブロイラー 馬

イ 管理施設における家畜排せつ物の管理 99.5% 99.0% 99.6% 99.6% 99.6% 99.9% 100.0%

ロ 管理施設の定期点検 99.9% 99.8% 99.9% 99.9% 99.9% 100.0% 100.0%

ハ 管理施設の遅滞ない修繕 99.8% 99.8% 99.9% 99.7% 99.8% 99.9% 100.0%

ニ 送風装置等の維持管理 100.0% 100.0% 99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

ホ 家畜排せつ物の発生量、処理方法等の記録 93.1% 97.7% 89.5% 94.1% 94.8% 96.4% 97.3%

管理方法基準

表２ 管理基準のうち管理方法基準の遵守状況 

注）割合は、小数点第２位を四捨五入している。 

注）構造設備基準に不適合な農家はイ～二の調査対象数から除外している。 

表３ 法第４条、第５条に基づく行政指導等の実施状況 

第４条に基づく指導及び助言 15

第５条に基づく勧告 0

第５条に基づく命令 0

第４条に基づく指導及び助言 14

第５条に基づく勧告 0

第５条に基づく命令 0

における
実施件数（農家戸数）

項目

R元年12月2日～
R2年12月1日

項目

R2年12月2日～
R3年12月1日

における
実施件数（農家戸数）
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「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」の概要

（略称・家畜排せつ物法）

目的

・ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図ることにより、畜産業の健全

な発展に資する（法第１条）。

家畜排せつ物の管理の適正化

・ 農林水産大臣は、家畜排せつ物の管理基準を定め、畜産業を営む者は、これに

従い、家畜排せつ物を管理しなければならない（法第３条）。

・ 家畜排せつ物の適正な管理のため、都道府県知事は、必要な指導・助言、勧告

・命令、報告徴収、立入検査を行うことができる（法第４、５、６条）。

○ 家畜排せつ物の管理基準の概要（施行規則第１条）

１ 管理施設の構造設備に関する基準

・ 固形状の家畜排せつ物の管理施設は、床を不浸透性材料（コンクリート等汚水が

浸透しないもの）で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。

・ 液状の家畜排せつ物の管理施設は、不浸透性材料で築造すること。

２ 家畜排せつ物の管理の方法に関する基準

・ 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。

・ 管理施設の定期的な点検、破損時の遅滞ない修繕を行うこと。

・ 送風装置等の維持管理を行うこと。

・ 家畜排せつ物の発生量、処理の方法別の数量を記録すること。

○ 管理基準の対象（法第２条、施行令第１条、施行規則第１条）

・ 牛（10頭以上）、馬（10頭以上）、豚（100頭以上）、鶏（2千羽以上）を飼養する者

家畜排せつ物の利用の促進

・ 家畜排せつ物の利用の促進を図るため、農林水産大臣は基本方針を定めなけれ

ばならない。また、都道府県は基本方針に則して、基本計画を定めることができ

る（法第７、８条）。

・ 畜産業を営む者は、家畜排せつ物の処理高度化施設の整備に関する計画を作成

し、都道府県知事の認定を受けることができる。また、当該計画に従い実施する

施設整備に必要な資金を(株)日本政策金融公庫から借り受けることができる（法

第９，１１条）。

＜家畜排せつ物法の仕組み＞

【畜産業を営む者】【都道府県】【国】

指導・助言
勧告・命令

報告徴収･立入検査
の実施

管理基準の遵守管理基準の策定
管
理
の

適
正
化

施設整備計画の
策定

基本方針の策定
都道府県計画の
策定

日本政策金融公庫
資金の貸付

報告 提出

認定

利
用
の

促
進

畜
産
業
の
健
全
な
発
展

（参考資料）
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